
～必聴！大木祐悟氏セミナーのご案内～ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）九州定期借地借家権推進機構 
今回のセミナーは、特に不動産業従事者および定借コンサルタントⓇにとって、知らなかったでは

済まされない、区分所有法改正に伴う定期借地権付き分譲マンションに与える影響に関するものです。 

講師は、当機構顧問の大木祐悟氏にご講演頂きます。 

定期借地権マンションに特化したセミナーは数少ないと思われますので、是非この機にご参加くださ

い。 

                                                                   

○ 開 催 日   令和 ６ 年 12 月 1８日 （水）  

【タイムスケジュール】 

１４：３０～１５：００  受付 

１５：００～１５：０５  三好理事長挨拶 

１５：０５～１６：３５  大木祐悟氏 セミナー 

１７：００～２０：００  懇親会  ※事前申込み要、別途ご案内。 

 

○ 開 催 場 所  (株)三好不動産 天神本店セミナールーム 

〒810-00０１ 福岡県福岡市中央区天神 2-14-2 福岡証券ビル８階  

 

○ 受  講  料  ※ご希望のものを合計した金額となります。 

①セミナー 

一般の方                   ５,０００円 

九州定借機構会員および会員企業従業員の方   無   料 

宅建協会、全日、不動産鑑定士協会の方     ３,５００円 

②懇親会 ※会場手配の関係上、必ず事前にお申込みください。   ５,０００円 
 

※今回のセミナーは、定借コンサルタント資格更新条件のセミナーに該当致します。 

 

○ 申 込 締 切   平成６年 12 月６日（金） ※定員(20 名)に達した時点で受付を終了します。 

○ 申 込 方 法   受講申込書をＦＡＸにてお送り下さい。 

※注意：受講票はお送り致しておりません。 

 ○ お支払方法   事前にお振込み下さい。 

※申込締切日までにお振込なき場合、キャンセル扱いとさせて頂きます。 

 

〈銀 行 名〉 西日本シティ銀行  天神支店   

〈口座番号〉 普通預金   ２６１０３９３ 

〈口座名〉 ＮＰＯ法人 九州定期借地借家権推進機構 

（ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝ ｷｭｳｼｭｳﾃｲｷｼｬｸﾁｼｬｸﾔｹﾝｽｲｼﾝｷｺｳ） 

 

※振込料は各自負担でお願いします。 

 

 

 



【講演タイトル：『「区分所有法改正は、定期借地権マンションにどのような 

影響を与えるか？」～定期借地権マンションは地方都市で企画可能か～』講師紹介】 

   

   

 

受   講   申   込   書  

NPO 九州定期借地借家権推進機構（FAX 092-722-1515） 山下宛 令和   年   月   日 

 フ リ ガ ナ  

受 講 者 名  

勤
務
先 

会社名  役職  

 

住 所 

 

〒     -     

 

TEL/FAX ＴＥＬ       （       ） ＦＡＸ      （      ） 

申込分に〇して下さい ①セミナー受講（ 一般 ・ 会員 ・ 宅建関係 ）    ②懇親会 

 フ リ ガ ナ  

受 講 者 名  

勤
務
先 

会社名  役職  

 

住 所 

 

〒     -     

 

TEL/FAX ＴＥＬ       （       ） ＦＡＸ      （      ） 

申込分に〇して下さい ① セミナー受講 （ 一般 ・ 会員 ・ 宅建関係 ）  ②懇親会 

 フ リ ガ ナ  

受 講 者 名  

勤
務
先 

会社名  役職  

住 所 
〒     -     

 

TEL/FAX ＴＥＬ       （       ） ＦＡＸ      （      ） 

申込分に〇して下さい ① セミナー受講 （ 一般 ・ 会員 ・ 宅建関係 ）   ②懇親会 
 

大木祐悟（おおきゆうご）氏 

（一社）全国定期借地借家権推進協会理事長、NPO 法人都市住宅とまちづくり研究会理事 

旭化成不動産レジデンス（株）マンション建替え研究所特任研究員  

日本不動産学会、都市住宅学会、マンション学会所属 

マンション管理士、再開発プランナー、宅地建物取引士、FP 

定期借地権発足当初から定期借地実務に関わり、定期借地権活用のすすめ（プログレス）

等定期借地権及びマンション関連の論説多数。 

 


